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ハローワークに係る石川県の提案の概要

○現 状

福祉・雇用施策の一体的実施が不可欠

○課 題

○石川県の提案

ハローワーク

県

福祉事務所

求職者生活保護
相談者・受給者

福祉・雇用施策の
一体的提供 生活保護適正化の実現

生活保護世帯の増加（Ｈ７比：２．３倍）
※特に、稼働能力のある「その他の世帯」の増加（Ｈ７比：５．４倍）

・ボーダーライン層を「雇用」で支えることによる、生活保護への転落防止
・生活保護受給者の「雇用」に向けた就労支援の強化

知事の指揮の下、生活保護受給者等の就労意欲の喚起（福祉事務所）から、
現在国で行っている職業相談・紹介等まで一体的に実施

対象者が限定的で、福祉事務所とハローワークの連携による
就労支援の取り組みが十分に進んでいるとはいえない

・新産業の創出や企業誘致など雇用創出につながる産業施策
・地域の実情に応じた職業能力開発など雇用施策 など

より幅広い連携が必要

しかしながら

・生活保護受給者や相談者に対する更なる就労意欲の喚起
・地域において必要とされている職業能力開発との更なる連携

ケースワーカー

ハローワークコーナー

職業紹介、相談員

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

福祉事務所に

①ハローワークコーナー（端末）を設置
②職業紹介の職員・相談員を巡回、配置

具体的には

※イメージ図

就労意欲の喚起か
ら職業相談、紹介
まで一体的に実施
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